
 

 

 

宮崎市の本格的な住民自治は、平成１８年の地域自治区制度と地域づくりの財源となる「地域コミュニティ税（超過課税）」のセットでスタートしたと思います。その後、地域コミュニティ税が廃止され一般財源化

される中、地域協議会と地域協議会の承認を受けた地域まちづくり推進委員会（以下「まち推」という。）が連携し地域課題の解決に向けた活動に取り組んでいます。運用を初めて１０年、１７年と経過すると様々

な課題が出てきています。 

 

１ 様々な課題として、①組織がわかり難い ②事業実施にあたって機動的・臨機的な対応が難しい ③地域自治区事務所の役割・権限 ④まち推の事務局職員の処遇などがあります。 

２ そこで、より地域コミュニティの活性化と地域まちづくりの自主自立の地域運営に資するため、現在の地方自治法に基づく地域自治区条例を見直し、持続可能な地域自治区制度を再構築します。 

３ 持続可能な地域自治区制度では、現在の地域自治区の区割を見直しながら、①地域協議会とまち推の組織（仕組み）の最適化を図り、②協議組織である地域協議会と実践する組織であるまち推の機能を合わせ 

持つ、真の住民自治を実現する新たなまちづくり推進委員会を再構築します。 

４ 新たなまちづくり推進委員会は、現在のまち推が事務局体制を充実し、引き続き取り組むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な地域まちづくり（新まちづくり推進委員会の役割と構成） 

地域自治区事務所（地域事務所・地域セン

ター・総合支所） 

 

 

 

 

 

〇地域活動等の支援と住民と協働して

地域づくりに取り組む 

○身近な行政サービス（証明書発行等）

を提供する 

〇職員数は、３人から２人へ 

（所長と事務職員） 所長は市ＯＢ 

所長・ 

事務職員 

公立公民館等（館

長・社会教育指導委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所長・事務職員 

協働 

提言・意見 

連携 
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市 
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コ 

ミ 
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活動交付金の配分 

①役割 

・地域コミュニティ活動交付金を活用

した事業の執行 

・地域の課題解決の事業に取り組む 

・協議機関と密な連携を図る 

 

②部会（例） 

・防犯防災部会 ・地域福祉部会 

・環境部会   ・〇〇〇〇部会 

 

③構成 

自治会、地区社協、民生委員児童委員、

ＰＴＡ、青少協、ＮＰＯ、事業者、公募

など多様な主体 

○事務局は、真の住民自治を実現するために充実した体制が必要 

・事務局職員の数は、増員し概ね３〜４人を配置し処遇の適正を図る。 

・主な役割、活動 

 ※地域づくりのコーディネーター、連絡調整 

※協議組織（役員会）の定例会、臨時会の開催の業務 

※まちづくり交付金の申請等の業務 

※情報集約し活動の情報を発信 

※地区社協、地区自治連、地区民児協等の地域団体の補助金等の交付の一本化を 

構築（スケジュール調整を含む） 

※その他 

 

  

【協議組織（役員会）】 【実践する組織（部会）】 

①役割 

・市の施策について地域の意見を 

市長に提言する 

・地域の課題解決に協議する 

・地域コミュニティ活動交付金 

の総合調整 

・実行機関の各部会の事業計画 

予算、決算などの総合調整 

・定例会、臨時会の開催 

・地域団体の補助金等の交付の一本

化。（スケジュール調整を含む） 

 

②構成 推薦委員会の推薦者 

 

【事務局】 

地域団体の補助金等の交付の一本化 

多様な主体 

○地区社協 

○地区自治会連合会 

○地区民児協 

○地区自治公民館 

○地区体育会 

○ＮＰＯなど 

コーディ 

ネーター 

の配置 

地域活動支援・人材育成支援 

まち推協議組織（役員会） 

推薦委員会（仮称）の設置 

※協議組織（役員会）の推薦 

推薦 

公募 

持 続 可 能 な 宮 崎 市 地 域 自 治 区 制 度 の 方 向 性       

  

第３回地域まちづくりの在り方検討会資料① 

令和５年３月２３日 椎木委員作成 

新まちづくり推進委員会の構成 

【住 民】 

【多様な主体の活動への 

参加・参画】 

 

持続可能な地域まちづくり実現への 

５つのポイント 

 

１ 地域協議会などの最適化・再構築 

・現在の地域協議会（協議組織）とまち推（実践

組織）の組織を見直し、協議組織と実践する組

織を合わせ持つ、新たなまちづくり推進委員会

を再構築する。 

 

２ 成長する「新たなまち推」の役割 

・実践組織に協議組織を合わせ持つ組織となり組

織が成長する。（真の住民自治） 

・地区社協、地区自治連、地区民児協等の地域団

体の補助金等の交付を一本化し、事業間の融通

が可能となるようにワンストップ化を構築す

る。（スケジュール調整を含む） 

 

３ 新たなまち推の事務局の充実 

・実践組織に協議組織を合わせ持つ組織となり事

務局体制の充実は重要（概ね３～４人） 

・事務局職員の処遇の適正を図る。 

 

４ 地域自治区事務所の役割 

・地域事務所の役割、権限、職員数の見直しを図

る。※地域協議会事務の廃止 

 

５ 公民館等の運営 

・公立公民館等を指定管理者として地域運営しま

す。（地域密着型ＮＰＯ設立） 

 

 

市民活動 

男女共同 

事務の 

再編成 

任命 

地方自治法の地域協議会を見直す 

○地方自治法に基づき設置した行政の付属機関 

○市の施策について地域の意見を市長に提言する 

○地域の課題解決に協議する 

【防災訓練】 

活動 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持 続 可 能 な 宮 崎 市 地 域 自 治 区 制 度 の 方 向 性 （ イ メ ー ジ 図 ）       

～  成長する住民自治  全住民が知り合いになる  ～ 

 

第３回地域まちづくりの在り方検討会資料② 

令和５年３月２３日 椎木委員作成 

【まちづくり推進委員会】 

【防災訓練】 
【地域事務所等】 

【地域協議会：市附属機関】 

自治会 
振興会 

自治公民館 
民生委員・児童委員 

老人クラブ 

地区社協 

ＮＰＯ 
その他 

【地 域 住 民】 【地 域 住 民】 

【従来の地域自治】 【地域自治区等創設平成 18年 1月 1日】 

】 

自治会 

自治公民館 
民生委員・児童委員 

地区社協 

老人クラブ 

その他 

ＮＰＯ 

ＰＴＡ 

ＰＴＡ 

選任・諮問 

参画 

要望・提言 

連携 

連携 

地域課題解決 

具現化 
地

コ

ミ 

活

動

交

付

金

交

付 

公募 

【各種団体が意見要望】 

【変わった！】 

【新まちづくり推進委員会】 

 

要 

望 

・ 

提 

言 【地域事務所等】 

地域課題解決 

具現化 

【防災訓練】 

連携 

諮問 

地

コ

ミ 

活

動

交

付

金

交

付 

①地方自治法で設置した

地域協議会を見直し 

②独自の条例を制定し 

まち推と一体化 

【地 域 住 民】 

【持続可能な地域自治区制度へ 202Ｘ年から】 

】 

地区社協 

自治公民館 

民生委員・児童委員 

自治会 

老人クラブ ＮＰＯ 

ＰＴＡ 

ＰＴＡ 

公募 その他 

参画 
連携 

【より変わる 持続可能へ！】 

【協議組織：役員会】 

【一体型】 

【実践する組織：各部会】 

地域自治区が設置され「我が地域」としての意識が確立

【地 域 住 民】 

各種団体が意見・要望する住民自治の状況 「新まちづくり推進委員会」を軸とする真の住民自治の実現 

地
域
団
体
の
補
助
金
等
交
付
の 

一
本
化 

※財源 

H18,19,20年度 H21、22年度地コミ税 

魅力アップ事業  H23～一般財源化 

※財源 

H23～一般財源化 
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